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関係各位 

社会福祉法人 舟 伏  理 事 長 

                   （岐阜県障がい者就労支援圏域ネットワーク事業受託事業者） 

岐阜圏域障がい者総合支援推進会議会長 

（岐阜県岐阜地域福祉事務所長） 

 

地域の就労支援ネットワークを考えるフォーラム in 岐阜～就労選択支援事業を考える～ 

 

日頃より、障がい者福祉施策の推進に格別のご理解、ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 この度、岐阜県の委託事業である「障がい者就労支援圏域ネットワーク事業」（県障害福祉課所管）の一環

として、「地域の就労支援ネットワークを考えるフォーラム in 岐阜～就労選択支援事業を考える～」を開催す

ることになりました。 

 昨年度、岐阜県内の事業所が令和 7 年 10 月からスタートする就労選択支援事業のモデル事業を実施しまし

た。このモデル事業の報告も兼ねて、岐阜県内の各地域で就労選択支援事業をどのように取り組んでいくべき

か、関係者間で情報を共有する中で就労支援のあり方考える機会としたいと思っております。 

 つきましては、ご多忙の折誠に恐縮ではございますが、ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

1 日 時  令和 7 年 5 月 22 日（木） 13:30～16:30(受付：13:00～) 

 

2 場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール（岐阜県岐阜市司町 40-5） 

 

3 対 象  就労系福祉サービス事業所職員、特定相談支援事業所職員、教育機関職員、行政職員、等 

 先着 150 名 

 

4 内 容  〇行 政 説 明 「就労選択支援事業を始めるにあたって（仮）」 

          講 師：厚生労働省障害福祉課 就労選択支援専門官 鈴木 大樹 氏 

〇実 践 報 告 「モデル事業実施事業所からの報告」 

 報 告 者：①社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団 

        ②ひだ障がい者就業・生活支援センターぷりずむ 

○パネルディスカッション「就労選択支援事業のあり方を考える」 

 司 会：清流障がい者就業・生活支援センターふなぶせ 森 敏幸 

 コーディネーター：厚生労働省障害福祉課 就労選択支援専門官 鈴木 大樹 氏 

 パネリスト：①行政機関  

       ②教育委員会 特別支援教育課 

       ③就労移行支援事業所 

       ④特定相談支援事業所 

       ⑤障害者就業・生活支援センター 

 

5 申込み方法   下記申込フォームに必要事項をご入力の上、 

5 月 9 日（金）17:00 までにお申し込みください。 

【申し込みURL】https://forms.gle/Dr3UTfyibNjiwJH19 
↑申込フォーム 



6 そ の 他   ご参加される場合の駐車場につきましては、有料をご利用下さい。 
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